
裏面に続く 

宿泊税に伴うレジシステム改修に補助金が活用できます！ 

１ 宮城県宿泊税レジシステム改修補助金の概要 

◇ 宿泊税導入に伴い発生するレジシステム改修等に必要な経費の補助を実施します。 

◇ 既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、ハードウェアやソフトウェアの

購入が補助対象です。 

◇ 補助率は 10/10 です。1 施設当たり 150 万円を超える交付申請を行う場合は、事前に下記

担当までお問い合わせ願います。 

※仙台市内に所在する宿泊施設におかれましては、仙台市が同様の補助事業を行っておりま

すので、仙台市に交付申請をお願いいたします。 

 

２ 補助対象の経費となる整備事例 

◇ 毎日の宿泊者数と宿泊税額を月ごとに集計する機能のレジシステムへの追加 

◇ 領収書に「宿泊税」に関する記載を印字する機能のレジシステムへの追加 

◇ 宿泊税額を管理するソフトウェアを搭載したノートパソコンの購入 

◇ 申告書の印刷をするためのプリンターの購入 

◇ 宿泊税を徴収するための券売機の購入 

⇒ 補助対象となるかどうかについては、見積等の資料をご準備いただいた上で、下記担当ま

でお問い合わせいただければと思います。 

 

３ 補助金申請の流れ 

別紙（宮城県宿泊税レジシステム補助金申請の流れ）のとおり。 

※裏面をご覧ください。 

 

４ 本補助金のホームページ 

◇ 本補助金に係るお知らせなどについては、下記の県ホームページに情報を掲載し随時更新

してまいりますので、併せて御確認願います。 

◇ 補助金交付申請書等の様式（電子データ）についても、下記ホームページからダウンロー

ドできますので、ご活用願います。 

 

宮城県宿泊税レジシステム改修補助金に関する県ホームページ 

URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankou/shukuhakuzei.html 

QR コード： 

 

 

 

５ 問い合わせ先 

本補助金について、ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。 

〒980-8570 仙台市青葉区本町 3 丁目 8 番 1 号 

宮城県 経済商工観光部 観光戦略課 観光政策班 

TEL：022-211-2823 E-mail：kankoup@pref.miyagi.lg.jp 

 



宮城県宿泊税レジシステム改修補助金申請の流れ 

 

※1 施設当たり 150 万円を超える交付申請を行う場合は、事前協議をお願いいたします。 

①交付申請 

提出書類 受付期間 

⑴宿泊税レジシステム改修補助金交付申請書 

⑵事業計画書、誓約書、県税納付状況確認同意書 

⑶レジシステム改修等に要する経費が確認 

できる書類（見積書、明細書の写し等）※１ 

⑷宿泊税特別徴収義務者登録申請書または 

登録義務免除対象宿泊施設届出書の写し※２ 

令和 7 年 4 月 1 日(水)から 

令和８年１月３０日（金）

まで 

 

 

 

審査・ 

交付決定 

書類審査・交付決定を行い、県から「補助金交付決定通知書」を送付します。 

※交付決定通知後に補助金の概算払いを受けることができますので、希望され

る場合は、宿泊税レジシステム改修補助金概算払請求書を提出してください。 

なお、概算払いでの受領額が補助金確定額を超える場合、返納手続きが必要に

なりますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

②システム改修等 

（事業実施） 

 

 

③実績報告 

提出書類 報告期限 

⑴宿泊税レジシステム改修補助金実績報告書 

⑵実績報告書（⑴の別紙） 

⑶補助事業の実施結果が確認できる書類（完了報

告書、マニュアル、納品書の写し、写真等） 

⑷補助対象経費が確認できる書類（契約書、見積

書、請求書、領収書の写し等） 

⑸宿泊税特別徴収義務者登録申請書または 

登録義務免除対象宿泊施設届出書の写し 

（交付申請時に未提出の場合） 

事業完了後１か月以内 

または 

令和８年２月２７日（金） 

のいずれか早い日まで 

 

 

補助金額の 

確定 
書類審査・交付額の確定を行い、県から「補助金額の確定通知書」を送付します。 

 

 

④補助金 

請求 

提出書類 提出期限 

宿泊税レジシステム改修補助金精算払請求書 
令和８年 3 月３１日（火）

まで 

 

 

補助金の交付 

 

別 紙 

提出先 

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町 3 丁目 8 番 1 号 

宮城県 経済商工観光部 観光戦略課 観光政策班 

※補助金事務局開設後は提出先が変更になりますので、 

開設後に改めて連絡いたします。 

⑴令和６年１０月１７日以降に支出したものであれば交付決

定前でも補助対象となりますので、ご相談ください。 

⑵実施内容等に変更が生じる場合は、軽微な変更を除き、宿泊

税レジシステム改修補助金変更承認及び変更交付申請書の

提出が必要になります。 

※１ 金額の内訳が明記された書類を提出してください。 

※２ 交付申請までに準備ができない場合は、実績報告（概算払い 

で請求する場合は請求日）までに提出してください 


